
９月定例会contents
・・・・・・・・・・・・・2P

・・・3～5P
・・・・・・・・・・・・・・6P

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7～10P
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11P

・・・・・・・・・・・・・・・・12P

81億2,040万円
令和５年度一般会計予算

発行／太良町議会　編集／議会広報編集特別委員会
〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6
TEL 0954-67-2151

議会の情報がインターネットで見られます。
太良町役場のホームページにアクセスし、議会情報をクリックしてください。

https://www.town.tara.lg.jp/

N
ew

s

・from

・the

・Assem
bly

● 新しい布陣でスタート
● 8月臨時会・9月定例会議案審議
● 令和4年度決算認定
● 一般質問
● 調査報告等
● 議会の主な活動

令和5（2023）年10月16日発行
初版発行／昭和56年8月1日

令和5（2023）年10月16日発行
初版発行／昭和56年8月1日

No.170No.170
【菊芋（郷式地区）】【菊芋（郷式地区）】

太良町議会のホームページ



新しい布陣でスタート !新しい布陣でスタート !

　こ
の
た
び
、
わ
た
く
し
が
、
議
員
の
皆
様

方
の
ご
推
挙
に
よ
り
ま
し
て
、
太
良
町
議
会

議
長
の
要
職
に
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
こ

と
は
、
ま
こ
と
に
身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
ま

し
て
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　わ
た
く
し
は
、
『
有
言
実
行
』
を
モ
ッ

ト
ー
に
し
て
お
り
、
責
任
の
重
大
さ
を
一
層

痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
皆
様

方
の
ご
推
挙
を
受
け
ま
し
た
上
は
、
公
正
に

ま
た
円
満
に
議
会
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
太
良
町
の
発
展
と
町
民
の
福
祉

の
推
進
に
、
誠
心
誠
意
努
力
い
た
し
て
い
く

覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　町
民
の
皆
様
の
一
層
の
ご
支
援
、
ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議
長　

 

江 

口 

孝 

二

副議長  川下 武則

総務常任委員会
委 員 長

副委員長

委 員

竹 下 泰 信
坂 口 久 信
川 下 武 則
森 田 政 則
大 鋸 美 里

議会運営委員会
委 員 長

副委員長

委 員

坂 口 久 信
待 永 る い 子
竹 下 泰 信
山 口 一 生
田 川 　 浩
（議会選出監査委員）

経済建設常任委員会
委 員 長

副委員長

委 員

待 永 る い 子
山 口 一 生
田 川 　 浩
所 賀 　 廣
峰 　 正 雄

議
長
就
任
あ
い
さ
つ

太良町議会だより170号　令和5年10月16日 （2）



歳
入

歳
出

令和5年  8月 臨時会 会期／ 8月14日（1日間）

一般会計の主な補正

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国庫支出金）
財政調整基金繰入金
ふるさと応援寄附金基金繰入金

・・・・ 4,758万円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 320万円

地域共通商品券配布事業
地域共通商品券配布事業関連事務費
スクールカウンセラー事業(生徒等の悩み相談に関する経費）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,813万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 276万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88万円

歳

　出

任意予防接種委託料（帯状疱疹ワクチン）
広域連携SDGｓ未来都市事業負担金（鹿島市と連携して取り組む事業の負担金）
重機借上料（町道の維持管理）
土地購入費（町道の拡幅改良工事等に伴う私有地の買収経費）
道路橋梁等災害復旧事業（町道安永線）
人件費（支給額の決定による勤勉手当の減額等）　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400万円
・・ 400万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300万円
 ・・・・・・・・・・・・260万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△1,200万円

令和５年度　一般会計の補正予算（第４号）総額　　    5,177万6千円
　　　　　　　　　　　　　　補正後予算総額　80億4,447万4千円

令和5年  9月 定例会 会期／ 9月1日～ 20日（20日間）

令和５年度　一般会計の補正予算（第５号）総額　　    7,593万5千円
　　　　　　　　　　　　　　補正後予算総額　81億2,040万9千円

歳

　入

普通交付税 (地方交付税)
国民健康保険特別会計繰入金
ふるさと応援寄附金基金繰入金
前年度繰越金（前年度決算剰余金）
広域連携SDGｓ未来都市事業配分金（諸収入）
道路等災害復旧事業債（町債）
臨時財政対策債(町債)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,786万円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 137万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 790万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,011万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 330万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ △332万円

※金額について万円未満を切り捨てています。

※金額について万円未満を切り捨てています。
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８月臨時会審議結果
　８月臨時会は、事件議案１件、人事案件１件及び補正予算１件が町長より提案されました。審議結
果は次のとおりです。

議決結果議案番号 件名と主な内容（件名及び内容は一部省略しています）
令和５年度道路メンテナンス事業豊足橋架替工事の請負契約の締結

契約金額5,720万円　契約の相手方　株式会社 川武潜水興業
第50号

第54号
太良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

家庭保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い児童の安全確保に関する計画の
策定を義務づけるものなど所要の改正を行うため条例の一部改正

可決

監査委員の選任
田川　浩　議員

第51号 同意

令和５年度太良町一般会計補正予算（第４号）
地域共通商品券事業等5,177万６千円を増額補正し、補正後の予算総額80億4,447万４千円とするもの。

第52号 可決

全会一致の議案等

議決結果議案番号 件名と主な内容（件名及び内容は一部省略しています）
令和４年度太良町一般会計継続費精算報告書
「防災行政無線整備事業」の継続費に関する報告

報　告
第２号
報　告
第３号

―

令和４年度太良町簡易水道特別会計継続費精算報告書
「公営企業法適用支援業務」の継続費に関する報告

報　告
第４号

令和４年度町立太良病院事業会計継続費精算報告書
「リハビリテーション室拡張工事」及び「エレベーター改修工事」の継続費に関する報告　

―

―

報　告
第５号

令和４年度太良町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく報告（全会計とも健全）　

―

諮　問
第１号

人権擁護委員候補者の推薦
田中照海さんを人権擁護委員として法務大臣に推薦すること

同意

諮　問
第２号

人権擁護委員候補者の推薦
安西修さんを人権擁護委員として法務大臣に推薦すること

同意

諮　問
第３号

人権擁護委員候補者の推薦
岡山千晶さんを人権擁護委員として法務大臣に推薦すること

同意

第53号 太良町印鑑条例の一部を改正する条例の制定
コンビニエンスストア等に設置されている端末機から印鑑登録証明書を取得できることとするため条例の一部改正

可決

第58号 令和４年度太良町一般会計歳入歳出決算の認定
一般会計歳入歳出決算を認定に付するもの。

認定

可決

第55号
太良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関
する基準の一部改正に伴い懲戒権に係る規程の削除等を行うため条例の一部改正

可決

第56号
太良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い児童の安全確保に関
する計画及び業務継続計画策定を義務づける条例の一部改正

可決

第57号 太良町特産品等展示販売飲食施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定
道の駅太良の漁師の館解体に伴う施設使用料の撤廃のため条例の一部改正

第59号 令和４年度太良町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を認定に付するもの。

認定

第60号 令和４年度太良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定
国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付するもの。

認定

可決

全会一致の議案等

９月定例会審議結果
　９月定例会は、報告４件、諮問３件、条例議案５件、決算認定７件及び補正予算７件の計 26 件が
町長より、また、発議１件及び意見書１件が議会より提案されました。審議結果は次のとおりです。
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補正予算の Q&A補正予算の Q&A令和５年令和５年 9月定例会9月定例会

Q

A

コンビニで令和６年１月から交付可能になる各種証明書はどのようなものか。

住民票、税証明、印鑑証明が交付可能。料金は役場窓口での交付と同額。

Q
A
任意予防接種委託料の内訳は。
帯状疱疹予防接種への助成を新たに実施。50歳以上の方を対象に接種費用の半額を助
成。

Q

A

J ークレジットとは何か。

適正な森林整備等によってCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。
クレジットの売却によって利益を得る事ができる。

議決結果議案番号 件名と主な内容（件名及び内容は一部省略しています）
令和４年度太良町漁業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定
漁業集落排水特別会計歳入歳出決算を認定に付するもの。第61号 認定

令和４年度太良町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定
簡易水道特別会計歳入歳出決算を認定に付するもの。第62号 認定

令和４年度太良町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定
水道事業会計の剰余金処分及び決算を可決及び認定に付するもの。第63号 可決・認定

可決・認定
令和４年度町立太良病院事業会計剰余金の処分及び決算の認定
病院事業会計の剰余金処分及び決算を可決及び認定に付するもの。第64号

令和５年度太良町一般会計補正予算（第５号）
道路橋梁等災害復旧事業等7,593万５千円を増額補正し、補正後の予算総額81億2,040万９千円とするもの。第65号 可決

令和５年度太良町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
一般会計繰出金36万７千円を増額補正し、補正後の予算総額１億5,536万７千円とするもの。第66号 可決

令和５年度太良町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
一般会計繰出金等3,214万８千円を増額補正し、補正後の予算総額13億7,772万８千円とするもの。第67号 可決

令和５年度太良町漁業集落排水特別会計補正予算（第２号）
一般会計繰出金等224万４千円を増額補正し、補正後の予算総額6,664万４千円とするもの。第68号 可決

令和５年度太良町簡易水道事業会計補正予算（第２号）
職員給与費等の補正第69号 可決

令和５年度太良町水道事業会計補正予算（第２号）
職員給与費等の補正第70号 可決

令和５年度町立太良病院事業会計補正予算（第１号）
圧縮空気除湿装置更新工事費528万円を増額補正し、補正後の予算額18億182万８千円とするもの。第71号 可決

議会広報編集特別委員会の設置
議会広報の編集・発行、その他議会広報に関する事項及び議会のＩＣＴ化についての調査・研究

発　議
第１号 可決

地方財政の充実・強化を求める意見書　陳情の趣旨に沿い、国に意見書を提出するもの。
提出先
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、農林水産大臣、内
閣府特命担当大臣（少子化対策　男女共同参画担当）、衆議院議長、参議院議長

意見書
第２号 可決

太良町議会だより 170号　令和5年10月16日（5）



Q 国保の保険税収入が減少した原因は。
A 大きな原因は所得割の減少。

77億
4,528万
4千円

町税
（9.9％）

町税
（9.9％）

国・県支出金
（19.6％）

地方交付税
（35.8％）
地方交付税
（35.8％）

その他
（5.1％）

町債
（7.2％）

寄附金
（7.5％）

繰入金
（10.1％）

分担金・
負担金

（0.3％）

使用料・手数料
（1.0％）

地方譲与税等
（3.5％）

一般会計歳入

75億
6,955万
4千円

民生費
（25.0％）

総務費
（22.3％）

総務費
（22.3％）

教育費
（7.6％）

教育費
（7.6％）

公債費
（7.1％）

公債費
（7.1％）

衛生費
（10.5％）

衛生費
（10.5％）

農林水産業費
（7.8％）

農林水産業費
（7.8％）

商工費（4.4％）商工費（4.4％） 災害復旧費
（1.7％）

土木費
（5.7％）

消防費
（6.8％）

議会費
（1.1％）

一般会計歳出

令和４年度決算を認定！
　令和４年度一般会計及び特別会計等の歳入歳出決算認定について、9
月8日、12日及び13日の3日間にわたり各項目ごとに、慎重な審査を
行いました。歳入歳出ともに適正な執行状況を確認しました。また、各
会計とも黒字決算であることを確認しました。

77億4,528万4千円

1億4,607万2千円

13億5,501万9千円

4,809万8千円

1億3,978万3千円

5,560万8千円

1,200万円

12億8,673万7千円

1億9,431万円

75億6,955万4千円

1億4,570万4千円

12億9,071万1千円

4,585万3千円

1億2,604万6千円

4,570万7千円

1,564万1千円

11億8,965万1千円

2億4,558万4千円

収　入 支　出

決　算　額
種　　別

一　般　会　計

後期高齢者医療

国民健康保険

漁業集落排水

簡易水道

水道事業会計

 

町立太良病院事業会計

収益

資本

収益

資本

特
別
会
計

※千円以下は、四捨五入

～令和４年度各会計歳入歳出決算額～

一般会計歳入歳出差引額　1億7,573万円は、次年度へ繰越

（繰越の一部8,100万円は財政調整基金へ積立）

決算審査特別委員会 Q&A決算審査特別委員会 Q&A
（国民健康保険特別会計）

Q 河川カメラが夜暗くて見えない件については。
A 高感度カメラに変更する考えがある。

（一般会計　防災費）

Q 年々予算額が増大していることへの対処は
A

（総括）

Q 愛路日で草払いを地区で実施困難な場合はど
うするか。

A 区と相談し町が支援する場合もある。

（一般会計　土木費）

Q ごみが海中鳥居に漂着しているので対処して
もらいたい。

A 県と連携しながら、ごみの撤去を進める。

（一般会計　農林水産業費）

Q 保育所一時預かり事業の増の原因は。
A 補助の基準額を県の基準に合わせたため。利用
者はそう変化はない。

Q 緊急通報システムの利用者が減ったのか。
A 利用者は減っている。

（一般会計　民生費）

義務的経費は今後も大きくなると予測。経費の
効果を最大化するよう運営を効率化していく。

令和４年度事業をみんなでチェック！令和４年度事業をみんなでチェック！
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議
員
　
母
子
手
帳
の
発
育
記
録

の
最
少
数
値
は
ど
れ
位
か
。

健
康
増
進
課
長
　
身
長
は
40
㎝

か
ら
、体
重
は
１
㎏
か
ら
記
録
で

き
る
。

議
員
　
そ
れ
以
下
の
数
値
の
時

は
ど
う
す
る
の
か
。

健
康
増
進
課
長
　
母
子
手
帳
の

余
白
ス
ペ
ー
ス
に
記
録
。

議
員
　
家
族
の
形
も
多
様
化
し

て
い
る
し
、男
性
の
積
極
的
な
育

児
参
加
を
目
指
し
、母
子
手
帳
に

家
族
手
帳
等
を
別
名
併
記
で
き

な
い
か
。

健
康
増
進
課
長
　
現
在
の
と
こ

ろ
考
え
て
い
な
い
が
、要
望
や
相

談
が
あ
れ
ば
今
後
は
検
討
し
な

け
れ
ば
と
考
え
る
。

議
員
　
た
と
え
名
前
で
あ
っ
て

も
当
事
者
意
識
と
し
て
男
性
の

育
児
参
加
が
進
む
の
な
ら
別
名

併
記
す
べ
き
で
あ
る
。

議
員
　
高
齢
者
へ
の
熱
中
症
予

防
や
対
処
方
法
に
関
す
る
広
報

の
内
容
は
。

健
康
増
進
課
長
　
水
分
補
給
、塩

分
補
給
、衣
服
の
工
夫
等
や
熱
中

症
対
処
方
法
の
周
知
を
町
報
等

で
実
施
。

議
員
　
広
報
に
つ
い
て
は
具
体

的
に
理
解
し
や
す
い
表
現
が
必

要
で
は
な
い
か
。

健
康
増
進
課
長
　
暑
さ
指
数
の

図
表
と
効
果
を
具
体
的
に
広
報

等
で
努
め
て
い
き
た
い
。

議
員
　
休
憩
ス
ペ
ー
ス
４
ヶ
所

の
利
用
状
況
は
。

健
康
増
進
課
長
　
一
日
数
名
程

度
の
利
用
者
が
あ
っ
た
。

議
員
　
休
日
の
対
応
は
。

健
康
増
進
課
長
　
数
名
程
度
の

利
用
で
あ
り
、休
日
の
対
応
は
考

え
て
い
な
い
。

議
員
　
涼
み
所
と
し
て
地
域
の

公
民
館
開
放
に
つ
い
て
は
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
。

健
康
増
進
課
長
　
区
長
さ
ん
か

ら
相
談
等
が
あ
れ
ば
対
応
を
検

討
し
た
い
。

議
員
　
暑
さ
指
数
の
見
え
る
化

対
策
は
し
て
い
る
の
か
。

学
校
教
育
課
長
　
暑
さ
指
数
を

毎
日
計
測
し
、児
童
の
目
に
つ
く

所
に
掲
示
し
て
い
る
。

議
員
　
暑
さ
指
数
の
度
合
い
は

何
段
階
あ
る
の
か
。

学
校
教
育
課
長
　
日
常
生
活
で

は
４
段
階
。運
動
に
関
し
て
は
５

段
階
に
分
け
て
い
る
。

議
員
　
熱
中
症
は
命
に
及
ぶ
事

も
あ
り
、充
分
な
対
策
が
望
ま
れ

る
と
考
え
る
が
。

学
校
教
育
課
長
　
暑
さ
指
数
の

度
合
に
応
じ
て
水
分
補
給
を
促

し
た
り
、屋
外
活
動
の
制
限
を
し

て
い
る
。

議
員
　
低
学
年
の
子
供
た
ち
の

登
下
校
時
の
熱
中
症
の
リ
ス
ク

に
つ
い
て
の
考
え
は
。

学
校
教
育
課
長
　
熱
中
症
リ
ス

ク
軽
減
に
努
め
る
為
、保
護
者
や

児
童
か
ら
申
出
が
あ
れ
ば
冷
感

タ
オ
ル
等
の
予
防
グ
ッ
ズ
使
用

を
認
め
る
。

議
員
　
冷
感
グ
ッ
ズ
を
町
で
用

意
す
る
考
え
は
な
い
か
。

町
長
　
現
在
は
考
え
て
な
い
。

議
員
　
町
内
の
取
得
者
は
ど
れ

く
ら
い
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
７
月
31
日
現

在
６
７
７
３
件
の
取
得
で
あ
る
。

議
員
　
カ
ー
ド
を
作
成
し
て
い

な
い
人
が
、生
活
で
困
る
こ
と
は

な
い
の
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
日
常
生
活
に

支
障
を
来
す
こ
と
は
な
い
。

議
員
　
町
内
で
カ
ー
ド
不
備
等

の
発
生
は
な
い
の
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
現
在
の
と
こ

ろ
発
生
し
て
い
な
い
状
況
。

議
員
　
施
設
入
所
や
障
害
等
で

本
人
申
請
や
受
取
り
が
出
来
な

い
人
へ
の
対
応
は
。

町
民
福
祉
課
長
　
申
請
も
受
取

り
も
担
当
職
員
の
出
張
サ
ー
ビ

ス
で
可
能
。

議
員
　
寝
た
き
り
の
方
で
も

カ
ー
ド
作
成
は
可
能
で
あ
る
と

理
解
し
て
良
い
の
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
可
能
で
あ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

熱
中
症
対
策

般
一

問
質

一

待
永 

る
い
子 

議
員

▼
答
▼
答

答
▼
要
望
が
あ
れ
ば
検
討
し
た
い

　
　

答
▼
要
望
が
あ
れ
ば
検
討
し
た
い

　
　

母
子
手
帳
の
別
名
併
記
は
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議
員
　
人
類
初
の
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ

ク
チ
ン
は
特
例
承
認
と
し
て
人

で
の
治
験
は
行
わ
れ
ず
現
在
も

治
験
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
て

い
る
。
厚
生
労
働
省
の
２
０
２

３
年
７
月
ま
で
、
健
康
被
害
救

済
制
度
の
認
定
者
数
は
？
そ
の

う
ち
死
亡
者
は
？

健
康
増
進
課
長
　
認
定
件
数
は

３
５
８
６
件
。
死
亡
者
は
１
４

７
件
。

議
員
　
審
査
未
了
４
０
０
０
件

超
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
審
査

状
況
で
大
体
85
％
前
後
が
認
定

受
け
て
い
る
。
毎
月
３
０
０
〜

４
０
０
の
ペ
ー
ス
で
申
請
が
増

え
て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
被
害

が
増
え
る
こ
と
も
予
測
さ
れ
る
。

医
師
か
ら
の
副
反
応
被
害
報
告

と
し
て
接
種
後
死
亡
が
２
０
７

６
人
、
重
篤
者
が
２
万
７
３
６

１
人
。
そ
の
方
た
ち
が
改
め
て

健
康
被
害
救
済
制
度
へ
申
請
し

て
い
る
状
況
。
フ
ァ
イ
ザ
ー
社

の
副
反
応
被
害
の
資
料
で
は

2.9
％
が
死
亡
。
１
２
９
１
種
類

の
重
篤
な
副
反
応
。

　
欧
州
議
会
で
感
染
予
防
・
重

症
化
・
死
亡
率
を
抑
制
す
る
保

証
は
な
い
と
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
ワ
ク
チ
ン
ロ
ッ
ト
ご
と

の
死
者
数
の
違
い
は
？

健
康
増
進
課
長
　
公
表
さ
れ
て

い
な
い
。

議
員
　
鎌
倉
市
議
の
長
嶋
議
員

の
開
示
請
求
の
分
で
国
は
ロ
ッ

ト
ご
と
に
集
積
。
例
え
ば
Ｅ
Ｘ

３
６
１
７
は
81
人
無
く
な
っ
て

い
る
。
ロ
ッ
ト
ご
と
に
か
な
り

差
が
あ
る
。
亡
く
な
ら
れ
た
、

宮
城
の
方
と
鎌
倉
市
の
14
歳
の

野
球
少
年
の
ロ
ッ
ト
番
号
は
同

じ
。
接
種
後
の
主
要
な
死
因
は

な
に
か
？

健
康
増
進
課
長
　
突
然
死
、
脳

梗
塞
、
脳
出
血
な
ど
の
脳
血
管

疾
患
、
心
筋
梗
塞
、
心
不
全
、

不
整
脈
な
ど
の
心
疾
患
に
よ
る

も
の
が
多
い
。

議
員
　
県
内
及
び
町
内
に
お
け

る
接
種
後
の
副
反
応
被
害
報
告

は
？

健
康
増
進
課
長
　
県
内
１
８
４

件
う
ち
太
良
町
内
が
７
件
。

議
員
　
県
内
及
び
町
内
で
の
副

反
応
相
談
窓
口
の
設
置
は
？
情

報
開
示
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い

る
の
か
？

健
康
増
進
課
長
　
佐
賀
県
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

に
関
す
る
専
門
的
相
談
窓
口
が

設
置
、
町
に
お
い
て
は
相
談
は

個
別
に
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
が
作
成
し
た
ワ
ク

チ
ン
に
つ
て
の
効
果
や
副
反
応

の
注
意
事
項
等
が
記
載
さ
れ
た

説
明
書
の
同
封
。
町
独
自
で
の

情
報
開
示
し
て
い
な
い
。

議
員
　
ほ
と
ん
ど
の
国
に
お
い

て
は
昨
年
の
時
点
で
接
種
は
中

止
。
打
て
ば
打
つ
ほ
ど
に
免
疫

抑
制
が
起
こ
り
、
帯
状
疱
疹
や

が
ん
も
増
え
る
。
ワ
ク
チ
ン
被

害
者
つ
な
ぐ
会
や
全
国
有
志
医

師
の
会
に
よ
る
と
、
現
在
新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
後
遺
症
と
思

わ
れ
る
患
者
が
全
国
で
急
増
。

国
は
有
効
性
や
安
全
性
に
つ
い

て
あ
と
３
年
か
か
る
と
い
う
。

テ
レ
ビ
は
ス
ポ
ン
サ
ー
に
都
合

の
悪
い
内
容
は
流
さ
な
い
。
一

人
一
人
が
今
一
度
立
ち
止
ま
っ

て
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

議
員
　
人
で
の
治
験
は
さ
れ
て

い
る
の
か
？
短
期
及
び
長
期
の

安
全
性
は
確
立
さ
れ
て
い
る
の

か
？
副
反
応
に
つ
い
て
は
？

健
康
増
進
課
長
　
８
月
31
日
現

在
で
は
マ
ウ
ス
を
用
い
た
試
験

の
実
施
、
人
で
の
治
験
は
情
報

な
し
。
安
全
性
に
つ
い
て
も
国

か
ら
の
情
報
提
供
が
な
く
把
握

出
来
て
い
な
い
。
接
種
を
進
め

る
う
ち
に
、
副
反
応
疑
い
報
告

が
集
め
ら
れ
て
い
く
も
の
と
認

識
。

秋
か
ら
始
ま
る
Ｘ
Ｂ
Ｂ
対
応

１
価
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て

般
一

問
質

一

大
鋸 

美
里 

議
員

▼
答
▼
答

答
▼
国
の
方
針
に
基
づ
い
て
対
応
　
　

答
▼
国
の
方
針
に
基
づ
い
て
対
応
　
　

史
上
最
大
の
薬
害
で
あ
る
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
副
反
応
に
つ
い
て
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議
員
　
令
和
２
年
10
月
か
ら
の

試
験
運
行
を
含
め
て
、
間
も
な

く
３
年
が
経
過
し
、
現
状
の
課

題
や
要
望
等
も
あ
る
と
思
う
が
、

現
在
ま
で
の
利
用
状
況
の
推
移

は
ど
う
か
。

企
画
商
工
課
長
　
運
行
路
線
11

の
路
線
で
増
加
し
て
い
る
の
は

７
路
線
で
あ
る
。

議
員
　
令
和
５
年
度
も
こ
の
ま

ま
の
状
態
で
い
く
の
か
。

企
画
商
工
課
長
　
定
期
的
に
会

議
で
検
討
協
議
を
し
て
い
る
。

今
回
は
令
和
５
年
10
月
か
ら
牛

尾
呂
公
民
館
前
の
バ
ス
停
の
廃

止
を
計
画
し
て
い
る
。

議
員
　
多
良
地
区
と
大
浦
地
区

で
は
満
足
に
近
い
地
区
と
、
そ

う
で
な
い
地
区
が
あ
る
。
も
う

少
し
改
革
が
必
要
で
は
な
い
か
。

企
画
商
工
課
長
　
半
年
間
の
試

験
運
行
を
経
て
令
和
３
年
度
か

ら
本
格
運
行
を
し
て
い
る
。
地

域
住
民
と
か
区
長
と
か
大
多
数

の
意
見
が
あ
れ
ば
、
検
討
を
し

て
い
く
。

議
員
　
１
週
間
に
２
回
し
か
来

な
い
地
区
が
あ
る
。
２
往
復
で

は
無
く
２
回
で
あ
る
。
こ
れ
で

は
行
く
時
に
利
用
し
て
も
、
帰

り
は
乗
る
事
が
出
来
な
い
。
ど

う
し
た
ら
良
い
の
か
。

企
画
商
工
課
長
　
各
区
長
等
か

ら
情
報
収
集
の
協
力
を
得
な
が

ら
今
後
取
り
組
ん
で
い
く
。

議
員
　
Ｊ
Ａ
等
と
連
携
し
て
食

材
等
の
配
達
が
出
来
な
い
の
か
。

以
前
、
移
動
店
を
さ
れ
て
い
る

方
に
聞
い
た
が
車
代
や
仕
入
れ

代
で
な
か
な
か
採
算
が
と
れ
な

い
と
の
事
。
そ
れ
な
ら
組
み
合

わ
せ
る
事
が
出
来
な
い
の
か
。

企
画
商
工
課
長
　
町
で
も
タ
ク

シ
ー
利
用
券
の
助
成
等
、
買
物

弱
者
の
支
援
事
業
を
行
っ
て
い

る
。
今
後
も
関
係
部
署
と
協
議

を
し
て
い
く
。

議
員
　
特
に
山
間
部
に
は
高
齢

者
の
上
に
足
も
不
自
由
な
方
が

沢
山
居
ら
れ
る
。
そ
の
方
達
の

た
め
に
も
こ
ち
ら
側
の
努
力
で

沢
山
の
町
の
人
が
助
か
る
よ
う

に
お
願
い
し
た
い
。
車
を
運
転

す
る
人
ば
か
り
で
の
会
議
で
は

先
が
見
え
づ
ら
い
。
出
来
れ
ば

現
場
の
声
を
区
長
を
通
じ
て
考

え
て
も
ら
い
話
を
す
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

企
画
商
工
課
長
　
事
業
の
運
営

に
つ
い
て
は
、
民
業
圧
迫
を
し

な
い
等
、
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
遵
守
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。

今
後
も
、
大
勢
の
方
々
が
ど
の

方
策
が
、
ど
の
ル
ー
ト
が
バ
ス

利
用
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い

く
の
か
地
域
の
向
上
に
つ
な
げ

て
い
く
。

議
員
　
毎
年
、
運
転
免
許
証
を

返
納
さ
れ
て
い
る
方
の
数
は
何

人
位
か
。

総
務
課
長
　
令
和
元
年
度
が
45

名
、
令
和
２
年
度
が
35
名
。
令

和
３
年
度
が
46
名
。
令
和
４
年

度
が
35
名
で
あ
る
。

議
員
　
年
々
高
齢
化
し
て
い
る

住
民
の
皆
さ
ん
に
、
少
し
で
も

太
良
町
に
住
ん
で
良
か
っ
た
と

喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
頑

張
っ
て
い
き
た
い
。

　
路
線
バ
ス
と
の
連
携
で
、
山

間
部
地
区
や
海
岸
線
地
区
の
乗

換
え
で
流
れ
を
作
れ
た
ら
、
病

院
や
買
い
物
に
ス
ム
ー
ズ
に
行

け
る
の
で
は
な
い
か
。

企
画
商
工
課
長
　
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
国
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
定
め
ら

れ
て
い
る
。
地
域
交
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
お
け
る
役
割
分
担
を

明
確
に
し
た
上
で
、
民
業
圧
迫

に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き

で
あ
る
。

般
一

問
質

一

森
田 

政
則 

議
員

▼
答
▼

答
▼
関
係
部
署
と
協
議
を
す
る
。

答
▼
関
係
部
署
と
協
議
を
す
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
便
数
を

も
っ
と
増
や
す
事
は
出
来
な
い
か
。
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議
員
　
本
年
７
月
に
太
良
町
、

鹿
島
市
及
び
嬉
野
市
と
共
同
で

藤
津
鹿
島
地
区
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
が
嬉
野
市
に
開
所
し
た
。

こ
の
設
置
経
過
と
設
置
目
的
を

伺
う
。

町
長
　
認
知
症
や
障
害
等
で
判

断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
を
支

援
す
る
、
成
年
後
見
制
度
利
用

支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と

が
設
置
目
的
。

　
こ
の
た
め
、
社
会
福
祉
士
な

ど
専
門
職
員
の
確
保
が
必
要
で

あ
り
、
令
和
４
年
度
か
ら
本
町

と
鹿
島
市
及
び
嬉
野
市
と
共
同

で
話
し
合
い
を
進
め
開
所
し
た
。

議
員
　
役
員
体
制
や
職
員
の
身

分
な
ど
セ
ン
タ
ー
の
運
営
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。

町
長
　
３
市
町
の
協
定
締
結
に

よ
り
幹
事
を
嬉
野
市
と
し
、
嬉

野
市
が
嬉
野
市
社
会
福
祉
協
議

会
へ
業
務
運
営
を
委
託
。
よ
っ

て
役
員
、
職
員
の
配
置
は
な
い
。

議
員
　
セ
ン
タ
ー
職
員
は
、
嬉

野
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
業
務

を
兼
務
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
セ
ン
タ
ー
は

セ
ン
タ
ー
長
、
事
務
員
１
人
、

専
門
職
２
人
の
４
人
で
運
営
し

て
お
り
、
専
従
を
除
く
３
人
は

兼
務
と
な
る
。

議
員
　
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
は

３
市
町
が
按
分
し
た
額
を
負
担

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
具

体
的
な
金
額
は
ど
う
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
運
営
費
の
負

担
金
の
割
合
は
、
杵
藤
地
区
広

域
市
町
村
圏
組
合
の
割
合
を
参

考
に
、
均
等
割
15
％
、
人
口
割

85
％
、
委
託
料
は
５
８
９
・
５

万
円
で
、
太
良
町
の
負
担
金
額

は
95
・
３
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

議
員
　
成
年
後
見
制
度
は
任  

意
後
見
と
法
定
後
見
に
分
か
れ

て
い
る
。
こ
の
具
体
的
内
容
の

違
い
は
な
に
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
任
意
後
見
は
、

本
人
が
後
見
人
を
選
任
し
、
財

産
や
身
上
の
管
理
を
委
任
す
る

制
度
。

　
一
方
、
法
定
後
見
は
、
本
人
が

後
見
人
を
選
任
で
き
な
い
場
合
に
、

家
族
等
の
申
立
て
に
よ
り
家
庭
裁

判
所
が
、
本
人
の
利
益
を
最
大
限

に
保
護
す
る
成
年
後
見
人
を
選
任

す
る
制
度
で
あ
る
。

議
員
　
本
人
の
判
断
能
力
に

よ
っ
て
、
法
定
後
見
か
任
意
後

見
に
分
か
れ
る
、と
の
こ
と
だ
が
、

こ
の
判
断
は
ど
こ
で
行
う
の
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
判
断
能
力
の

程
度
判
断
は
医
師
の
診
断
書
を

基
に
家
庭
裁
判
所
が
審
判
す
る
。

議
員
　
成
年
後
見
人
等
に
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お
願
い
で

き
る
の
か
。

　
ま
た
、
お
願
い
で
き
な
い
の

は
ど
の
よ
う
な
内
容
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
買
い
物
や
掃

除
な
ど
家
事
支
援
、
介
護
及
び

身
体
的
な
世
話
な
ど
の
事
実
行

為
は
で
き
な
い
。

　
契
約
の
締
結
や
財
産
管
理
な

ど
法
律
行
為
は
行
う
こ
と
は
で

き
る
。
　

議
員
　
相
談
窓
口
は
、
一
次
相

談
窓
口
と
二
次
相
談
窓
口
に
分

か
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
窓
口

の
内
容
は
ど
う
違
う
の
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
一
次
相
談
窓

口
は
、
し
お
さ
い
館
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
町
民
福
祉

課
福
祉
係
で
、
制
度
の
説
明
や

必
要
性
の
検
討
を
行
う
。
対
応

が
難
し
い
場
合
は
二
次
相
談
窓

口
で
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

議
員
　
成
年
後
見
制
度
の
今
後

の
推
進
は
ど
う
す
る
の
か
。

町
民
福
祉
課
長
　
今
回
、
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
の
で
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
広
報
活
動
を
充

実
し
、
金
融
機
関
や
福
祉
事
業

所
の
方
に
も
、
周
知
し
て
頂
き
、

支
援
す
る
体
制
を
構
築
す
る
こ

と
が
重
要
。

議
員
　
高
齢
者
が
多
く
な
る
中

で
、
藤
津
鹿
島
地
区
成
年
後
見

セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
。

　
こ
の
セ
ン
タ
ー
有
効
に
活
用

さ
れ
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
な
運
営
を
期
待
す
る
。

般
一

問
質

一

竹
下 

泰
信 

議
員

▼
答
▼
答
▼
家
族
等
の
申
立
て
で
成
年
後
見
人
等
を
選
任

　
　し
て
対
応

答
▼
家
族
等
の
申
立
て
で
成
年
後
見
人
等
を
選
任

　
　し
て
対
応

判
断
力
が
不
十
分
な
人
の
財
産
管
理
に
は

ど
う
対
応
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議案調査

　太良町水道事業会計及び町立太良病院事業会
計の審査を関係法令に沿って作成され、太良町
の財政状況を適正に表示しているか、各事業が
福祉の増進、また経済性を発揮されたかを検証
した結果、各会計の歳入歳出決算書等は適正に
表示されており、予算執行については目的に
沿って執行されている「実質赤字比率」や「将
来負担比率」等、４つの財政指標からなる健全
化判断比率も健全な運営がされている。
　自主財源の更なる確保により今後とも健全財
政運営に努めていきたい。

　今後の利活用に関しては副町長を中心に検討
委員会を立ち上げ、利用方法について検討して
いく予定です。

町村議員研修会報告監査結果

　途中クイズ形式で行われ、高齢化問題や過
疎化問題にふれられた。
　やみくもに都会に出て行くのでは無くて、
利点がないと思っていた田舎だからこそ、大
自然と共存し、地の利を活かして農林水産
物、あるいは自然景観を活かして観光収入も
期待出来る。
　無理に背伸びをするのではなく、太良町に
合った太良町にしか出来ない事をするべきな
んだと感じました。

　人口減少が加速する日本ですが、藻谷氏は
海外の例から地方の過疎を適疎とし、令和の
成長産業である農林水産業と自然エネルギー
が地方の真価と説明。太良町は成長産業のど
真ん中にあり、千年後も必要な環境が詰まっ
ている町であることが令和の事実であり衰退
ではなく更に繁栄する町となりうる。
　太良の四季折々の風景と人々の生活を千年
後につなげたい。超少子高齢化時代の光とし
て太良町の発展のためにわっしょい太良町
（わっしょいとは和を背負うこと。人と人を
繋げる）を育んでいきたい。

　印象に残っているのは、千年後の日本、千
年後の佐賀県に確実に残っている人工物は何
でしょう？
　千年前からあるもの、それは田畑・寺社・
水路でも都会の高層ビルは残らないという事
でした。
　令和の現実を生きている事、昭和生まれ頭
の中は昭和のまんま、巨人の長嶋茂雄が一
番？今は大谷翔平ホームラン王に、これが現
実だ。人口の減る地方で「０～４歳」の乳幼
児の増えているのは？東京の都心23区は△
８％。太良町は＋４％で感激した。
　佐賀に住んで働き、行きたい時に都会で遊
ぶ。豊かな未来は目指せば実現する。若者に
やらせてみることから始めようとの事でした。

令和5年8月31日講師：藻谷浩介
演題：「人口減少時代に生き残るのは、海外？
　　　　大都市？それとも佐賀？」

太良町一般会計　特別会計
定額運用基金の運用状況

・漁師の館　解体作業

平成30年に開店したタララボが閉店しました。
・タララボ閉店

（参加者の感想）
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議
会
の
主
な
活
動
7

9
月

７月８月９月

議会クイズ!!度令和５年 （７月～９月分）
議長交際費の支出状況

件数

3

支出額（円）

2

1

13,000

6,600

19,600

区分

祝儀

会費

慶弔

贈呈

謝礼

その他

合計

り
よ
室
集
編

会
員
委
集
編

2
・
知
事
・
市
町
議
会
議
長
懇
話
会

14
・
８
月
臨
時
会
（
初
議
会
）

14
・
議
会
全
員
協
議
会

16
・
太
良
町
消
防
団
夏
季
点
検

25
・
杵
藤
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会
８
月
定
例
会

27
・
太
良
町
消
防
操
法
大
会

29
・
鹿
島
・
藤
津
地
区
衛
生
施
設
組
合
８
月
定
例
議
会

30
・
議
会
運
営
委
員
会

31
・
佐
賀
県
町
村
議
会
議
員
研
修
会

1
・
９
月
定
例
会
招
集

5
・
一
般
質
問

8
・
決
算
審
査
特
別
委
員
会

12
・
決
算
審
査
特
別
委
員
会

13
・
決
算
審
査
特
別
委
員
会

13
・
議
案
調
査
（
午
後
）

20
・
９
月
定
例
会
議
案
審
議

※当選者の発表はお買物券の発送（抽選）
　をもって代えさせていただきます。

〒849-1698　太良町大字多良1-6
太良町議会事務局「議会クイズ係」宛

みなさーん
議会に対する意見

などをどんどんお寄せ
下さい。

みなさーんみなさーん
議会に対する意見議会に対する意見

などをどんどんお寄せなどをどんどんお寄せ
下さい。下さい。

お買物券が当たる！

A： ①８名　②11名　③15名

解った方は、ハガキに答えを明記し、住所・氏名・
電話番号をご記入の上、下記に応募下さい。

※締め切り／ 11月10日（金）当日消印有効

　
８
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た

太
良
町
議
会
議
員
選
挙
で
、

新
人
議
員
３
名
を
含
む
11
名

が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
桜
梅
桃
李
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
様
々
な
個
性
を
発
揮

し
、
太
良
町
の
未
来
へ
向
け

て
、
更
な
る
努
力
を
し
て
参

り
ま
す
。

6
・
杵
藤
地
区
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会
７
月
臨
時
会

7
・
太
良
人
工
海
浜
公
園
白
浜
海
水
浴
場
海
開
き
式

10
・
中
山
キ
ャ
ン
プ
場
山
開
き
式

11
・
国
道
２
０
７
号
改
良
促
進
期
成
同
盟
会
総
会
・

　
　
　
　
有
明
海
沿
岸
道
路
西
部
地
区
建
設
促
進
期
成
会
総
会

28
・
佐
賀
県
西
部
広
域
環
境
組
合
７
月
臨
時
会

（ヒント：2ページ目をご覧ください。）

次
回
の
議
会
の
お
知
ら
せ（
予
定
）

令
和
５
年
12
月
８
日
㈮

12
日
・
13
日

15
日

開  

会  

日

一
般
質
問

議
案
審
議

是
非
、
傍
聴
に
も
お
い
で
下
さ
い
。

Q1：太良町議会の定数は？

A： ①12回　②6回　③4回 （ヒント：議会だよりは年４回発行しています）

Q2：太良町議会の定例会は年に何回開催される？

山
口

　一
生

待
永
る
い
子

峰

　
　正
雄

森
田

　政
則

大
鋸

　美
里

委  

員  

長

副
委
員
長

委

　
　員
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